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関市農業委員会総会議事録 
 

場所：関市役所 ６階６－６、６－７会議室 

 

○議事日程 

 令和２年１２月４日（金曜日）午前１０時００分 開議 

 

（１） 議事録署名委員の指名 

（２） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する意見ついて 

（３） 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４） 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 議案第４号 農用地利用集積計画の承認について 

（６） 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

 

 

 

 

 

○出席委員（１８名） 

  １番 安田 美雄 君    ２番 臼田  正嗣 君    ３番 山田  彰 君 

  ４番 井上 正隆 君    ６番 伊藤   均 君    ７番 𠮷田 和子 君 

  ８番 玉田 和久 君    ９番 山田 タツエ 君   １０番 八代 治郎 君 

 １１番 足立 昌人 君   １２番 青山  雅紀 君   １３番 永田 千春 君 

 １４番 西田 耕三 君   １５番 西部   徹 君   １６番 長尾  始 君 

 １７番 野村  茂 君   １８番 日置   香 君   １９番 田下 喜代 君  

 

 

 

 

○欠席委員（１名） 

  ５番 野田 卓志 君 

 

 

 

 

○委員以外の出席者 

 産業経済部長        武藤 好人 君   農業委員会事務局長   長屋 隆司 君 

農業委員会事務局課長補佐  小石 隆之 君   農業委員会事務局係長  小森 康司 君 

洞戸事務所主任主査     李  浩基 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（小石隆之君）定刻となりましたので、農業委員会を始めさせていただきます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）本日の欠席委員のご報告をさせていただきます。５番 野田委

員１名が欠席でございます。 

○議長（野村茂君）ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。会議規則第８条の規定により、

委員の過半数の出席により、総会は成立しています。 

○議長（野村茂君）次に、議事録署名委員の指名を行います。１１番 足立委員、１２番 青山委員

のお二人にお願いします。 

○議長（野村茂君）これより議案の審議に入ります。 

○議長（野村茂君）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題とします。

事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので、審議を求めます。議案は１ページ

からになります。 

１番の案件 位置図は１ページになります。申請地は富岡小学校の西５７０ｍほどに位置する農

振農用地区域外の登記地目、田。現況地目、畑。１，５８２㎡。申請の目的は所有権移転です。譲

受人は農業の規模拡大をするというもの。譲渡人は高齢のため耕作が困難であることから、農地を

譲り渡すというものです。 

２番の案件 位置図は２ページになります。申請地は下日立公会堂の南西４９０ｍほどに位置す

る農振農用地区域内の田、２筆。３，３９２㎡。農振農用地区域外の田、４．８６㎡。合計３，３

９６．８６㎡。申請の目的は所有権移転です。譲受人は申請地の取得により耕作の効率化が期待で

き、農業の拡大ができると考え譲り受けるというもの。譲渡人は住所が遠方であるため、農業耕作

を行うことが困難であることから譲り渡すというものです。 

３番の案件 位置図は３ページになります。申請地は関有知高等学校の南西３８０ｍほどに位置

する農振農用地区域外の田、２９０㎡。申請の目的は所有権移転です。譲受人、譲渡人がそれぞれ

所有する農地と申請地が近接しているため、作業の効率化を図れることから、農地の交換をすると

いうものです。 

４番の案件 議案は２ページ、位置図は４ページになります。申請地は関有知高等学校の南西３

００ｍほどに位置する農振農用地区域外の田、４２４㎡。申請の目的は所有権移転です。この案件

につきましても譲受人、譲渡人が、それぞれ所有する農地と申請地が近接しているため、作業の効

率化を図る目的から、農地の交換をするというものです。 

５番の案件 位置図は５ページからになります。申請地は戸田転作促進技術研修センターの北西

１９０ｍに位置する農振農用地区域外の登記地目、山林。現況地目、畑。２筆６８㎡と、戸田転作

促進技術研修センターの北西５９０ｍに位置する農振農用地区域外の畑、１４２㎡。合計３筆、２

１０㎡。申請の目的は所有権移転です。譲受人は農業耕作の拡大・充実を計画しているため、農地

を取得したいというもの。譲渡人は高齢により自ら農業経営を行うことが不十分であるため、譲り

渡すというものです。 

 ６番の案件 位置図は６ページからになります。申請地は戸田転作促進技術研修センターの東１

７０ｍほどに位置する農振農用地区域外の畑、６０１㎡。申請の目的は使用貸借件の設定です。使

用借人は農業耕作の拡大・充実を計画しているため、農地を借りるというもの。使用貸人は多忙で

あるため、自ら農業経営を行うことができないため、貸すというものです。 

 ７番の案件 議案は３ページ、位置図は７ページになります。申請地は板取川中学校の北西５４

０ｍほどに位置する農振農用地区域内の畑、５００㎡。申請の目的は所有権移転です。譲受人は農

業に興味があり、農地を取得し農業に従事したいというもの。譲渡人は譲受人の要望に応えるとい

うものです。 

 ８番の案件 位置図は８ページになります。申請地は栗原集会所の北２６０ｍほどに位置する農

振農用地区域内の田、２，９２２㎡。申請の目的は使用貸借権の設定です。使用借人は農業に興味

があり、農地を借り農業に従事したいというもの。使用貸人は、使用借人の要望に応えるというも

のです。 
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○事務局課長補佐（小石隆之君）すべての案件について、１１月１６日に現地を確認した結果、農

地性ありと確認しています。以上、所有権の移転に関するもの６件、使用貸借権の設定に関するも

の２件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第1号について補足説明のある委員は挙手に 

て発言をお願いします。 

○１番（安田美雄君）１番の案件ですが、私の見る限りでは市民農園であったことが一つであります。 

市民農園、３人程耕作者がみえますのでその方達の契約の関係が気になりましたので、恐らく契約され 

ておれば解除が必要かと思いますし、申請者ですが、この方、農地の取得にあたりましては、３条の規 

定によりますと、機械の保有状況とかあるいは、農作業の従事状況の想定を緩和して許可しているよう 

な状況ですけれども、この方、下限面積が４４ａになりますし、取得後ですけれども、この方の耕作の 

実態が私の見る限りではちょっと、つかめなかったものですから、その辺については、我々の農業委員 

としての反中ではないかもしれませんが、その耕作の実態が今いち、本当に農地を保有される方なの 

か農地の保有状況について確認できなかったのが一点でしたので、その辺につきましてご説明をいただ 

けると、ありがたいですが。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）まず、農地の面積ですが現在所有されて見える面積が４，４０７ 

㎡でして、今回新たに取得することによって、旧関市の下限面積の５反を超えると言う事でござい 

ますので、下限面積については問題ないと思います。 

今、話がありました器具、トラクター等の機械の関係ですが、取得される方はトラクターと噴霧器 

と草刈り機と、軽トラックを持って見えます。リースではありません。と言う申請が出ております。 

農作業に従事している年数とか日数ですが、世帯は二人です。取得される方は農作業経験の状況は 

書類上１０年以上の経験があり、農作業従事日数は１５０日くらいあると言う事で書類上、このよ 

うな形で出ております。不備はないと考えております。 

市民農園のお話ですが、市が現在やっているものではなくて、レジャー農園と言うもので農協が間 

に入っているのか、その辺り細かい事が分かりませんが、そう言った形で貸し借りを間にはいって 

やって見えると言うような事を聞いております。黒屋とか、ふるさと農園などの形で市が直でやっ 

ていないと思います。 

当然、契約については借りてみえるかたとの解約と言うか、そのような話は当然進んでいないと契 

約違反になるので、そこまで細かい所までは確認をしておりませんが、その辺りの確認はさせてい 

ただこうと思っております。 

○１番（安田美雄君）はい。わかりました。 

○議長（野村茂君）安田委員、よろしかったでしょうか。 

○１番（安田美雄君）はい。 

○議長（野村茂君）他にございませんか。ございませんようですので、議案第１号について、質疑 

のある方は挙手にて発言をお願いします。 

    （ 挙手なし ） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。議案１号について原案のと

おり許可することに、異議のない方は挙手願います。 

        （ 全員挙手 ） 

○議長（野村茂君）全員挙手のため、議案第１号の８件を許可することとします。 

○議長（野村茂君）続きまして議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する

意見について、を議題とします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する

意見について 

農地法第４条の規定により下記農地の申請があったので、意見を求めます。議案は４ページから

になります。 

１番の案件 位置図は９ページになります。申請地は志津野転作促進技術研修センターの北３７

０ｍに位置する登記地目、畑。現況地目、畑一部宅地２４１㎡。農地の区分は住宅、事業施設等に

連担する１０ｈａ未満の農地の区域内にある農地のため第２種農地と判断します。転用の目的は一

般個人住宅です。申請人は現在持ち家に住んでいるが、古くなったため新築するというものです。 
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１１月１６日に現地確認をしたところ、昭和５４年頃から一部宅地となっており始末書が添付され

ています。申請地は、第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達

成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

２番の案件 位置図は１０ページになります。申請地は関市文化会館の西２２０ｍほどに位置す

る田、５１８㎡の内２６４㎡。農地の区分は用途地域の農地であるため、第３種農地と判断します。

転用の目的は貸資材置場です。申請人は農地の維持が困難であることから、土地の有効性を図るた

め、駐車場として貸すというものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。申請地は第３種農地で

あるため、転用はやむを得ないと判断します。 

 ３番の案件 位置図は１１ページになります。申請地は金竜小学校の南西２６０ｍほどに位置す

る登記地目、畑。現況地目、宅地１０５㎡。農地の区分は水道管・下水管が整備された道路の沿道

で申請地から５００ｍ以内に２つの教育施設があるため、第３種農地と判断します。転用の目的は

一般個人住宅・駐車場・庭です。申請人は敷地内に駐車場がないため、申請地を駐車場及び一部庭

として利用したいというものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、平成元年に宅地として利用しており、始末書が添付されて

います。申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないと判断します。 

 ４番の案件 議案は５ページ、位置図は１２ページになります。申請地は小宮集会所の西３３０

ｍほどに位置する登記地目、畑。現況地目、山林。２筆９２㎡。中山間地域等の未整備の小規模農

地であるため、第２種農地と判断します。転用の目的は植林です。申請人は申請地が形状も悪く、

河川沿いにある農地で耕作することが難しいため、杉の木などを植林し、森林として管理をしたい

というものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、昭和５０年頃から山林化しており、始末書が添付されてい

ます。申請地は、第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成す

ることが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）以上、４件について、ご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第２号について補足説明のある委員は挙手 

にて、発言をお願いします。 

    （ 挙手なし ） 

○議長（野村茂君）無いようですので、これより質疑を行います。議案第２号について質疑のある

方はございませんか。 

    （「なし」の声あり ） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。議案第２号について、原案

のとおり岐阜県知事に進達することに、異議のない方は挙手願います。 

（ 全員挙手 ） 

○議長（野村茂君）全員挙手のため、議案第２号の４件を、原案のとおり岐阜県知事に進達する

こととします。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について、 

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見について 

農地法第５条の規定により下記農地の申請がありましたので意見を求めます。議案は６ページか

らになります。 

１番の案件 位置図は１３ページになります。申請地は富岡小学校の南西３２０ｍほど位置する 

田８５９㎡。農地の区分は用途地域の農地であるため、第３種農地と判断します。転用の目的は一

般個人住宅です。使用借人は祖父の土地を借り、一般個人住宅を建築するというもの。使用貸人は

孫のために土地を貸すというものです。隣地承諾書が添付されています。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。申請地は第３種農地で

あるため、転用はやむを得ないと判断します。 

２番の案件 位置図は１４ページになります。申請地は富野小学校の南２３０ｍほど位置する畑 
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２筆。４６８㎡。農地の区分は住宅、事業施設等に連担する１０ｈａ未満の農地の区域内にある農

地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は太陽光発電施設です。賃借人は太陽光発電施設

を設置するため、申請地を借りるというもの。賃貸人は会社員であり、農業経営が困難であること

から貸すというものです。隣地承諾書が添付されています。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。申請地は第２種農地で

あるため、代替性について検討した結果他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、

転用はやむ得ないものと判断します。５条３番の案件と同時許可案件です。 

３番の案件 位置図は１５ページになります。申請地は富野小学校の南２３０ｍほどに位置する 

田４９２㎡。農地の区分は住宅、事業施設等に連担する１０ｈａ未満の農地の区域内にある農地の 

ため、第２種農地と判断します。転用の目的は太陽光発電施設です。賃借人は太陽光発電施設を設

置するため、申請地を借りるというもの。賃貸人は会社員であり農業経営が困難であることから、

貸すというものです。隣地承諾書が添付されています。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。申請地は第 2種農地で

あるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、

転用はやむ得ないものと判断します。５条２番の案件と同時許可案件です。 

４番の案件 議案は７ページ、位置図は１６ページになります。申請地は倉知小学校の東２３０

ｍほどに位置する畑、３筆９９８㎡。農地の区分は用途地域の農地であるため、第３種農地と判断

します。転用の目的は貸駐車場です。譲受人は役員を務める塗装会社へ駐車場として貸すというも

の。譲渡人は譲受人の申し出に応えるというものです。隣地承諾書が添付されています。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は第３種農地で

あるため、転用はやむを得ないと判断します。 

５番の案件 位置図は１７ページになります。申請地は関市文化会館の西２２０ｍほどに位置す

る田、５１８㎡のうち３４０㎡。農地の区分は用途地域の農地であるため、第３種農地と判断しま

す。転用の目的は一般個人住宅です。譲受人はアパートに住んでいるが、住居が手狭となってきた

ため、自己用住宅を建築するというもの。譲渡人は、営農規模の縮小を検討していたところ、譲受

人からの要望により譲り渡すというものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。申請地は第３種農地で

あるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

６番の案件 位置図は１８ページになります。申請地は緑ヶ丘中学校の南東３３０ｍほどに位置

する畑、３筆。２，７０５㎡。農地の区分は用途地域にある農地のため、第３種農地と判断します。

転用の目的は宅地分譲です。譲受人は不動産業を営んでおり、住宅敷地として分譲したいというも

の。譲渡人は多忙であったり、住所が遠方であったりと農業耕作が困難であることから売却したい

と考えるというものです。隣地承諾書が添付されています。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認をしています。申請地は第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。本案件は１，０００㎡を超えているため、関市

開発指導要綱に基づく開発協議の承認が必要であります。 

７番の案件 議案は８ページ、位置図は１９ページになります。申請地は倉知小学校の南２３０

ｍほどに位置する田、３２８㎡。農地の区分は用途地域にある農地のため、第３種農地と判断しま

す。転用の目的は宅地分譲です。譲受人は不動産業を営んでおり、小学校にも近く宅地とて需要が

見込まれるため、宅地分譲をするといいうもの。譲渡人は譲受人の要望に応えるというものです。

隣地承諾書が添付されています。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認をしています。申請地は第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

８番の案件 位置図は２０ページになります。申請地は下有知中学校の南１６０ｍほどに位置す

る登記地目、田。現況地目、宅地。３２３㎡。農地の区分は水道管・下水管が整備された道路の沿

道で申請地から５００ｍ以内に２つの教育施設があるため、第３種農地と判断します。転用の目的

は一般個人住宅です。使用借人はマンションに住んでいるが、申請地に自己住宅を建築するという

もの。使用貸人は使用借人の要望に応えるというものです。隣地承諾書が添付されています。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、昭和５０年頃から農業用倉庫として利用しており、始末書



- 6 - 

 

が添付されています。申請地は、第３種農地であるため転用はやむ得ないものと判断します。 

 ９番の案件 位置図は２１ページになります。申請地は関市清掃事務所の東２６０ｍほどに位置

する 登記地目、畑。現況地目、雑種地３９３㎡。農地の区分は用途地域にある農地のため、第３種

農地と判断します。転用の目的は金属加工業駐車場です。賃借人は申請地近くで金属加工業を営ん

でいるが、従業員の駐車場が不足しているため駐車場として利用したいというもの。賃貸人は賃借

人の要望に応えるというものです。隣地承諾書が添付されています。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、令和２年に造成しており始末書が添付されています。申請

地は第３種農地であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

 １０番の案件 議案は９ページ、位置図は２２ページになります。申請地は水ノ輪公園の南１４

０ｍほどに位置する畑、３４７㎡。農地の区分は用途地域にある農地のため、第３種農地と判断し

ます。転用の目的は一般個人住宅です。使用借人は現在アパート住まいであり、家族が増え手狭に

なってきたため申請地を借り受け、一般個人住宅を建築するというもの。使用貸人は使用借人の申

し出に応えるというものです。隣地承諾書が添付されています。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認をしています。申請地は第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

 １１番の案件 位置図は２３ページになります。申請地は赤土坂公民センターの北東３８０ｍほ

どに位置する田、９３８㎡。農地の区分は、用途地域にある農地のため第３種農地と判断します。

転用の目的は貸駐車場です。譲受人は申請地の周辺状況から、駐車場の需要が見込まれているため、

申請地を貸駐車場として利用したいというもの。譲渡人は耕作を継続できないため、譲り渡すとい

うものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。申請地は第３種農地で

あるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

 １２番の案件 位置図は２４ページになります。申請地は瀬尻小学校の南東３３０ｍほどに位置

する畑、２０㎡。田、３筆。６６３㎡。合計４筆、６８３㎡。農地の区分は用途地域にある農地の

ため、第３種農地と判断します。転用の目的は宅地分譲です。譲受人は不動産業を営んでおり、申

請地を造成し宅地分譲をしたいというもの。譲渡人は多忙なことなどから、農業の経営が困難であ

るため、譲り渡すというものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しております。申請地は第３種農地

であるため、転用はやむ得ないものと判断します。 

 １３番の案件 議案は１０ページ、位置図は２５ページになります。申請地は東海環状自動車道 

関広見インターチェンジの南４２０ｍほどに位置する登記地目、畑。現況地目、雑種地。２筆１，

２４５㎡。登記地目、田。現況地目、雑種地３９０㎡。合計３筆、１，６３５㎡。農地の区分は住

宅、事業施設等に連担する１０ｈａ未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断しま

す。転用の目的は機械工具製造業駐車場です。譲受人は申請地の南側に工場があり、新規で従業員

の採用を予定していることから、駐車場を増やしたいというもの。譲渡人は譲受人の要望に応える

というものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、令和２年に造成しており始末書が添付されています。申請

地は第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来

る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。尚、本案件は１，０００㎡を超えている

ため、関市開発指導要綱に基づく開発協議の承認が必要であります。 

 １４番の案件 位置図は２６ページになります。申請地は関市農村婦人の家の北２００ｍほどに

位置する登記地目、田。現況地目、原野。２筆１，５３５㎡。農地の区分は農業振興地域内の農用

地です。転用の目的は農地の嵩上げの一時転用で、転用期間は３年間です。使用借人は建設業を営

んでおり、公共工事に伴う建設残土を搬入し嵩上げ造成を行うというもの。譲渡人は申請地の水利

条件が悪く、嵩上げをしてもらい畑として利用したほうがいいと考え、土地を貸すというものです。

申請地は農振農用地であるが一時転用後、農地に復元されることから、転用はやむを得ないものと

判断します。 

 １５番の案件 位置図は２７ページになります。申請地は小屋名公民センターの北西２４０ｍほ

どに位置する畑、３２３㎡。農地の区分は住宅、事業施設等に連担する１０ｈａ未満の農地の区域
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内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は貸資材置場です。譲受人は仕事場が

手狭になったため、務める会社の資材置場として貸付けるというもの。譲渡人は農業経営が難しい

ため、譲受人の申し込みに応諾するというものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しております。申請地は第２種農地

であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないた

め、転用はやむ得ないものと判断します。 

 １６番の案件 議案は１１ページ、位置図は２８ページになります。申請地は武儀やまゆり保育

園の東１６０ｍほどに位置する畑、２筆。１，２３７㎡の内９８９㎡。農地の区分は住宅、事業施

設等に連担する１０ｈａ未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の

目的は太陽光発電施設です。譲受人は太陽光発電システムの販売、設置を行っており、申請地に太

陽光発電施設を設置するというもの。譲渡人は子に農業経営移譲をしているが、農地の管理をする

ことが難しく、申請地を譲り渡すというものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しております。申請地は第２種農地

であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないた

め、転用はやむ得ないものと判断します。 

 １７番の案件 位置図は２９ページになります。申請地は板取川中学校の南９０ｍほどに位置す

る畑、５３７㎡の内３８２．８３㎡。農地の区分は住宅、事業施設等に連担する１０ｈａ未満の農

地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。譲受

人は現在、借家に住んでいるが家族が増え、手狭になってきたので自己住宅を建築したいというも

の。譲渡人は譲受人の要望に応えるというものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しております。申請地は、第２種農

地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がない

ため、転用はやむ得ないものと判断します。 

 １８番の案件 位置図は３０ページになります。申請地は白谷集会所の北１８０ｍほどに位置す

る登記地目、畑。現況地目、宅地１２７㎡。畑、８２㎡。合計２筆、２０９㎡。農地の区分は住宅、

事業施設等に連担する１０ｈａ未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。

転用の目的は一般個人住宅・倉庫・物置です。譲受人は住居が近くにあるため、倉庫などとして利

用したいというもの。譲渡人は譲受人の土地と交換するというものです。 

１１月１６日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しております。申請地は第２種農地

であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないた

め、転用はやむ得ないものと判断します。 

 １９番の案件 議案は１２ページ、位置図は３１ページになります。申請地は白谷集会所の北１

３０ｍほどに位置する登記地目、畑。現況地目、畑一部宅地２５９㎡。農地の区分は、住宅、事業

施設等に連担する１０ｈａ未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用

の目的は一般個人住宅・倉庫・物置及び貸地です。譲受人は申請地が旧住宅の南側の近接地であり、

利便性が良いため、土地を交換するというものです。譲渡人は譲受人の土地と交換するというもの

です。 

１１月１６日に現地確認をしたところ昭和５５年、平成１０年に宅地として利用しており、始末書

が添付されています。申請地は第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の

目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）以上、所有権移転に関するもの１１件、使用貸借権設定に関する

もの５件、賃貸借件設定に関するもの３件、合計１９件につきましてご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりましたが、議案第３について補足説明のある委員は挙手 

にて、発言をお願いします。 

    （ 挙手なし ） 

○議長（野村茂君）無いようですので、これより質疑を行います。議案第３について質疑のある方

はございませんか。 

    （「なし」の声あり ） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。議案第３号について、原案
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のとおり岐阜県知事に進達することに、異議のない方は挙手願います。 

（ 全員挙手 ） 

○議長（野村茂君）全員挙手のため、議案第３号の１９件を、原案のとおり岐阜県知事に進達す

ることとします。 

○議長（野村茂君）次に、議案第４号農用地利用集積計画の承認について、を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第４号 農用地利用集積計画の承認について 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められたの

で、意見を求めます。議案は１３ページになります。 

賃貸借権設定に関するものについて、新規が５筆、８，０３９㎡。使用貸借権設定に関するものに

ついて、新規が１筆、１，５４４㎡です。地区は植野・山田の２地区です。権利の設定を受ける者

は、プラス株式会社 他でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていると考えます。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。議案第４号につ

いて質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり ） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第４号について、

原案のとおり承認することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

      （ 全員挙手 ） 

○議長（野村茂君）全員の挙手を頂きました。議案第４号の農用地利用集積計画について、原案

のとおり承認することとします。 

○議長（野村茂君）次に報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について、を議題と

します。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）報告１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について、３条賃貸借設定した土地の合意解

約の届出がありましたのでついて、報告させていただきます。議案は、１４ページになります。 

１番の案件 届出地は戸田地区の田、１,４６１㎡。下有知地区の田、３，０５９㎡。賃借人は株

式会社岐阜農業センターです。合意解約成立日は令和２年１１月１７日です。 

 ２番の案件 届出地は植野地区の田、１,５４４㎡。賃借人は山田茂です。合意解約成立日は令和

２年１１月１１日です。 

 ３番の案件 届出地は戸田地区の田、２筆３,８５８㎡。賃借人は株式会社岐阜農業センターです。       

合意解約成立日は令和２年１０月１６日です。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）以上、３件を報告させていただきます。 

○議長（野村茂君）報告第１号につきましては、事務局の報告とおりです。 

○議長（野村茂君）本日ご審議いただきました議案はすべて終了いたしました。以上をもちまして、

本日の会議を終了いたします。 
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午前１０時５０分 閉会 

本日の議会の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 
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